
 

大分県バドミントン協会登録規程 

                                                       (会則第９条関連) 

第１条 大分県バドミントン協会会則（以下｢会則｣という。）第９条により、この規程

を定める。  

 

第２条 会則第５条第１項の加盟団体及び個人登録者は本会登録事務局に登録しなけれ 

ばならない。 

 

第３条 登録は、所定の様式に登録料を添えて行なうこと。  

 

第４条 登録料は、理事会の議を経て別に定める。 

 

第５条 登録は、毎年これを更新するものとする。 

  

第６条 登録は、二つ以上の団体及び市町村協会からすることはできない。 

  

第７条 登録者が第２条の登録事項を変更する場合は、本会登録事務局に届け出   

なければならない。 

  

第８条 第３条に定める登録書類と第４条に定める登録料又は第７条に定める変更届出 

書類が、本会登録事務局に届けられた時をもって登録又は変更手続きが完了したも 

のとする。 

 ２ 登録者のうち日本国籍以外の国籍を有する競技者の競技会参加は、公益財団法  

人日本バドミントン協会(以下「日バ」という。)大会運営規定第１７条による。 

 

第９条 外国人競技者とは、日本国以外の国籍を有する者をいう。但し、日本国で出生

し、引き続き国内に居住している者を除く。 

 ２ 外国人競技者は、登録に際し次の書類を本会に提出して、その審査を受けなけれ

ばならない。 

  (1)国籍保有国協会の推薦書及び同意書（但し１９歳未満者を除く。） 

  (2)公的機関の発行する日本国入国の証明書及び６ヶ月以上日本国に居住    

している証明書  

 

第１０条 本会の登録者については、日バの登録者に関する諸規程を準用する。  

 



第１１条 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て、   

会長がこれを除名することができる。 

  ２ 前条で準用する日バ競技者資格規程の登録者に関する違反行為があった   

とき。 

  ３ 虚偽の申請があったとき。  

 

第１２条 この規程を改廃するときは、理事会及び評議員会の同意を経なければ   

ならない 

 

 附 則  

   この規程は、平成１７年５月２２日から施行する。  

     この規程は、令和３年４月２９日から施行する。 

 

大分県バドミントン協会登録規程細則 

 

１ 第４条の登録料は次のとおりとする。 

    (1) 団体登録 

           １団体 ５，０００ 円 

    (2) 個人登録 

     社会人・レディース・教職員・大学生 ２，３００円 

     高校生               １，４００円 

中学生                 ８００円 

小学生                 ６００円 

２ 前項の登録基準は次のとおりとする。 

  (1) 社会人とは、レディース、教職員、学連に登録しない者及び１５歳以上    

の専門学校生で社会人として登録した者をいう。 

     なお、１８歳以下の高校生、中学生、小学生は社会人として認めない。 

      注 専門学校生とは、職業訓練校、自動整備士養成学校、料理学校、パ           

ソコン学校等をいう。 

 (2) レディースとは、県内に居住する女性でレディースとして登録した者をいう。 

  但し、生徒を除く(専門学校生及び学生で学連に登録していない者は可) 

    (3) 大学生とは、大学に在籍中の学生で、学生として登録した者をいう。 

        なお、工業高等専門学校の４年生以上に在学中の学生で、大学生として登録し 

た者は大学生として扱う。 

  (4) 高校生とは、高校に在籍中の生徒で、高校生として登録した者をいう。また、 

定時制・定通制に在籍中の生徒は、高校生として扱う。 

  (5) 小学生、中学生とは、小・中学校に在籍する児童・生徒で小学生、中学生とし

て登録した者をいう。 


